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(57)【要約】
【課題】　網様の接触材が充填される充填領域を備えた
水処理装置において、当該接触材の生物膜保持性を向上
させるのに有効な技術を提供する。
【解決手段】　本発明にかかる水処理装置１００は、収
容空間１０１ａを有する処理槽本体１０１と、被処理水
を処理するべく収容空間１０１ａに設けられた水処理部
１０１ｂと、水処理部１０１ｂのうち網様のろ材（接触
材）Ｃ３が充填された接触ばっ気部１５１と、当該ろ材
が所定の表面粗さを有するように設定することで、当該
ろ材の生物膜保持性を高めるための生物膜保持機構と、
を備えている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収容空間を有する処理槽本体と、
　被処理水を処理するべく前記収容空間に設けられた水処理部と、
　前記水処理部のうち網様の接触材が複数充填された接触材充填領域と、
　前記接触材が所定の表面粗さを有するように設定することで、当該接触材の生物膜保持
性を高めるための生物膜保持機構と、
を備えていることを特徴とする水処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の水処理装置であって、
　前記生物膜保持機構は、前記接触材の使用開始時期に当該接触材に付着する生物膜の付
着速度を高め、これにより前記生物膜保持性を高める生物膜付着速度設定部を含むことを
特徴とする水処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の水処理装置であって、
　前記生物膜保持機構は、前記接触材に付着した生物膜が前記接触材充填領域の被処理水
の水温上昇時期に剥離するのを抑制し、これにより前記生物膜保持性を高める生物膜剥離
抑制部を含むことを特徴とする水処理装置。
【請求項４】
　請求項１から３のうちのいずれか一項に記載の水処理装置であって、
　前記接触材は、発泡材料を含む熱可塑性樹脂の樹脂成形によって形成され、
　前記生物膜保持機構は、樹脂成形時の前記発泡材料の発泡によって前記接触材が前記所
定の表面粗さを有するように設定された接触材表面の凹凸構造として構成されることを特
徴とする水処理装置。
【請求項５】
　請求項１から４のうちのいずれか一項に記載の水処理装置であって、
　前記接触材は、前記所定の表面粗さが略２０［μｍ］を上回る値となるように構成され
ていることを特徴とする水処理装置。
【請求項６】
　請求項１から５のうちのいずれか一項に記載の水処理装置であって、
　前記接触材充填領域は、前記水処理部のうち被処理水の好気処理を行う好気処理領域と
して構成され、前記接触材が当該接触材の流動が阻止された固定化状態で前記好気処理領
域に充填されていることを特徴とすることを特徴とする水処理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の水処理装置であって、
　前記接触材は網様ロール状に構成され、当該接触材の複数がそれぞれの筒軸が互いに同
方向に向かうように前記好気処理領域に規則的に充填された構成であることを特徴とする
水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接触材が充填される充填領域を備えた水処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特開平２００２－２３９５７０号公報には、流入排水を処理する水処理装置が開示され
ている。この水処理装置では、生物膜処理槽に接触材が充填されており、充填された当該
接触材に付着した生物膜を介して、所望の好気処理が行われるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００２－２３９５７０号公報
【０００４】
　上記のような接触材が充填される充填領域を備えた水処理装置においては、当該水処理
装置の処理条件や使用環境等の変動要因によって、充填材における生物膜の保持性能が低
下することが懸念される。具体的には、接触材の初期の使用開始時期において、当該接触
材に生物膜が十分に付着するまでに要する期間が長くなる（運転開始の生物膜付着性の立
ち上がりが遅くなる）という現象や、或いは被処理水の水温が大幅に上昇したり下降した
りする時期において、接触材に既に付着している生物膜が剥離するという現象が起こり得
る。従って、この種の水処理装置の設計に際しては、接触材の生物膜保持性の改善が要請
される。一方で、水処理装置に用いる接触材としては、網様の形態の接触材の汎用性が高
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、網様の接触材が充填され
る充填領域を備えた水処理装置において、当該接触材の生物膜保持性を向上させるのに有
効な技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、請求項にかかる本発明が構成される。
【０００７】
　本発明にかかる水処理装置は、処理槽本体、水処理部、接触材充填領域及び生物膜保持
機構を含む。処理槽本体は収容空間を有し、この収容空間に、被処理水を処理するための
水処理部が設けられている。接触材充填領域は、水処理部のうち網様の接触材が複数充填
された領域として構成される。この接触材充填領域は、被処理水の固液分離処理を行うた
めの領域、被処理水の嫌気処理を行うための領域、被処理水の好気処理を行うための領域
等、水処理に関する種々の領域として構成され得る。生物膜保持機構は、網様の接触材が
所定の表面粗さを有するように設定することで、当該接触材の生物膜保持性を高めるため
の機構として構成される。これにより、生物膜保持機構によって網様の接触材の生物膜保
持性を高めることが可能となる。なお、ここでいう「生物膜保持性」には、接触材に付着
する生物膜の付着し易さとしての性能や、接触材に一旦付着した生物膜が当該接触材から
剥離する剥離し難さとしての性能が包含される。また、ここでいう「接触材」には、生物
膜を生成、付着させるための、或いは生物膜の生成、付着の可能性を有する各種の支持体
が包含される。
【０００８】
　本発明にかかる水処理装置の更なる形態では、生物膜保持機構は生物膜付着速度設定部
を含む構成であるのが好ましい。この生物膜付着速度設定部は、接触材の使用開始時期に
当該接触材に付着する生物膜の付着速度を高め、これにより生物膜保持性を高める機能を
果たす。本構成によれば、特に接触材の使用開始時期において、接触材に生物膜を付着さ
せ易くすることによって接触材の生物膜保持性を高めるのに有効である。
【０００９】
　本発明にかかる水処理装置の更なる形態では、生物膜保持機構は生物膜剥離抑制部を含
む構成であるのが好ましい。この生物膜剥離抑制部は、接触材に付着した生物膜が、即ち
接触材に既に付着した状態の生物膜が接触材充填領域の被処理水の水温上昇時期に剥離す
るのを抑制し、これにより生物膜保持性を高める機能を果たす。本構成によれば、特に接
触材充填領域の被処理水の水温上昇時期において、接触材に一旦付着した生物膜を当該接
触材から剥離し難くすることによって、接触材の生物膜保持性を高めるのに有効である。
【００１０】
　本発明にかかる水処理装置の更なる形態では、接触材は、発泡材料を含む熱可塑性樹脂
の樹脂成形によって形成され、生物膜保持機構は、樹脂成形時の発泡材料の発泡によって
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接触材が前記所定の表面粗さを有するように設定された接触材表面の凹凸構造として構成
されるのが好ましい。これにより、接触材が所定の表面粗さを有する構成を樹脂成形によ
って簡便に実現することができる。
【００１１】
　本発明にかかる水処理装置の更なる形態では、接触材の表面粗さが２０［μｍ］を上回
る値となるように構成されるのが好ましい。これにより、接触材表面の面粗度を高め、ま
た表面積を増大させることによって、生物膜保持性を向上させるのに有効である。
【００１２】
　本発明にかかる水処理装置の更なる形態では、接触材充填領域は、水処理部のうち被処
理水の好気処理を行う好気処理領域として構成され、接触材が当該接触材の流動を防止す
る固定化状態で好気処理領域に充填されているのが好ましい。これにより、被処理水の好
気処理に用いる固定型の接触材において、当該接触材の生物膜保持性を向上させることが
可能となる。また、流動型の接触材（担体）に比べて、接触材自体のコストや、流動する
接触材の流出する固定部材のコストを低く抑えることができる。また固定化状態で充填す
ることにより、接触材において生物膜量を高く保持して水処理性能を増大し、一方、接触
材の流出防止のための構造を簡素化することができて合理的である。なお固定化状態で充
填する場合、好気処理に際してのばっ気による水流に沿って接触材が流動しない構造とな
るため、接触材の表面の相対的な水流速度が高くなり易い。この点、従来の固定化構造で
は、充填当初の生物膜付着速度が向上しにくく、また環境変化に応じて生物膜が剥離し易
くなる。換言すれば、流動型の接触材に比して、処理性能に変動をきたしやすい問題点が
想定される。この点、本発明に係る生物膜保持性を高く設定できる点、あるいは生物膜付
着速度を高められる点、あるいは生物膜の剥離を抑制する点を、当該固定化状態で接触材
を充填する態様に適宜に用いることにより、上記のような従来の問題が効果的に解消され
ることになる。
【００１３】
　本発明にかかる水処理装置の更なる形態では、接触材は網様ロール状に構成され、当該
接触材の複数がそれぞれの筒軸が互いに同方向に向かうように好気処理領域に規則的に充
填された構成であるのが好ましい。これにより、特に網様ロール状の接触材では、被処理
水が筒内を筒軸に沿って流通することができるため、被処理水との接触効率を高めるのに
効果的である。一方、当該網様ロール状の接触材につき、当該接触材に形成される生物膜
に対する処理水の流通接触面積を実質的に極大化させる見地より、好気処理領域内に不規
則に充填する構成も可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によれば、網様の接触材が充填される充填領域を備えた水処理装
置において、当該接触材の生物膜保持性を向上させることが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明にかかる水処理装置１００の処理フローを示す図である。
【図２】図１中の水処理装置１００の複数の水処理要素のうち好気ろ床槽１５０、処理水
槽１７０及び消毒槽１９０の構成の概要を示す図である。
【図３】図２中の好気ろ床槽１５０の接触ばっ気部１５１に充填されたろ材Ｃ３の斜視図
である。
【図４】実施例及び比較例の接触材について、運転開始時からの水中のアンモニア態窒素
濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経日変化（データＢ）を示す図である。
【図５】実施例及び比較例の接触材について、水温上昇時期における水中のアンモニア態
窒素濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経日変化（データＤ）を示す図である。
【図６】実施例及び比較例の接触材について、水温上昇時期である５月２８日におけるア
ンモニア態窒素濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経時的な変化を示す図である。
【図７】実施例及び比較例の接触材について、水温上昇時期後の安定時期である７月２６
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日におけるアンモニア態窒素濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経時的な変化を示す図である。
【図８】各実施例に際しての水温上昇の態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明における一実施の形態の水処理装置の構成等を図面に基づいて説明する
。なお、本実施の形態は、一般家庭、集合住宅等から排出される原水（「排水」ないし「
被処理水」ともいう）を水処理領域に受け入れて処理する水処理装置について説明するも
のである。
【００１７】
　本発明にかかる水処理装置１００の概略フローが図１に示されている。図１に示すよう
に、本実施の形態の水処埋装置１００は、当該水処埋装置１００の躯体としての処理槽本
体１０１を有する。この水処埋装置１００は、屎尿と併せて生活雑排水（生活系の汚水）
を処理する水処理装置であり、「浄化槽」ないし「合併処理浄化槽」とも称呼される。
【００１８】
　処理槽本体１０１は、典型的には、いずれも半割れ状に成形された上槽及び下槽が互い
に突き合わせられることで槽状に構成されており、当該処理槽本体１０１に中空の収容空
間１０１ａが形成されている。収容空間１０１ａには、後述する水処理部１０１ｂ（「水
処理機構」ともいう）が設けられている。ここでいう処理槽本体１０１、収容空間１０１
ａ及び水処理部１０１ｂがそれぞれ、本発明における「処理槽本体」、「収容空間」及び
「水処理部」に相当する。
【００１９】
　処理槽本体１０１は、流入管１０２、流出管１０３及びマンホール部１０４を備えてい
る。流入管１０２は、処理前の原水を処理槽本体１０１の内部空間に導入するための開口
部分として構成される。流出管１０３は、処理後の水が処理槽本体１０１の内部空間から
導出するための開口部分として構成される。マンホール部１０４は、入槽用、内部点検用
、清掃用のマンホールが形成された部位として構成される。
【００２０】
　なお、本明細書中では、処理槽本体１０１及び各水処理要素のうち、マンホール部１０
４側が槽上方ないし槽上部として規定され、またその反対側が槽下方、槽下部ないし槽底
部として規定される。また、処理槽本体１０１のうちの流入管１０２側が上流側として規
定され、また流出管１０３側が下流側として規定される。また、マンホール部１０４の延
在面に沿った水平方向と交差する方向（典型的には、直交する方向）が鉛直方向（「槽上
下方向」ともいう）として規定される。
【００２１】
　水処理部１０１ｂは、その水処理要素として、沈殿分離槽１１０、嫌気ろ床槽１３０、
好気ろ床槽１５０、処理水槽１７０、消毒槽１９０を含む。この水処理部１０１ｂでは、
流入管１０２を通じて処理槽本体１０１内に流入した被処理水は、まず最初に沈殿分離槽
１１０で処理され、その後に、嫌気ろ床槽１３０、好気ろ床槽１５０、処理水槽１７０及
び消毒槽１９０で順次処埋され、最終的に流出管１０３を通じて処理槽本体１０１外へと
流出する。この場合、水処理装置１００は、処理槽本体１０１外へと流出した水をそのま
ま放流するように構成された浄化槽として構成されてもよいし、或いは処理槽本体１０１
外へと流出した水をトイレや散水用の水として再利用する水再利用装置として構成されて
もよい。
【００２２】
　沈殿分離槽１１０は、ピークカット部１１１、汚泥貯留部１１２及び沈殿分離部１１３
を備えている。ピークカット部１１１は、沈殿分離槽１１０の槽上部（汚泥貯留部１１２
及び沈殿分離部１１３の上方）の空間であり、流入水量に応じて水位が変動する部位とし
て構成されている。これにより、流入水量が増えた場合の水位変動がピークカット部１１
１によって吸収される。沈殿分離部１１３は、流入管１０２からの流入水に含まれる汚泥
（固形物）を分離する機構を果たす。この沈殿分離部１１３は、典型的には多面ホッパー
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形状の区画壁を有し、この区画壁によって区画された区画領域は、水面に沿った断面積が
槽底部に向かうにつれて縮小するように構成されている。従って、この区画領域での沈降
分離作用によって流入水中の汚泥が分離されて集められる。沈殿分離部１１３で分離され
た汚泥は、エアリフト方式の移送ポンプとしての汚泥循環ポンプ１１４を介して汚泥貯留
部１１２へ移送される。
【００２３】
　一方で、沈殿分離部１１３で汚泥が分離された後の水は、嫌気ろ床槽１３０へ流出する
。汚泥貯留部１１２は、沈殿分離部１１３と連通しており、分離後の汚泥を貯留する機構
を果たす。この汚泥貯留部１１２には、典型的なろ材として網様ないし線状の樹脂が不規
則に網目状になったヘチマ様のろ材Ｃ１のための充填領域が設けられており、また当該充
填領域の下方に、常時にばっ気撹拌を行うための散気管（図示省略）が設置されている。
当該充填領域には、複数のろ材Ｃ１が当該ろ材の流動が阻止された固定化状態で充填され
ている。
【００２４】
　嫌気ろ床槽１３０は、ピークカット部１３１及び嫌気ろ床１３２を備えている。ピーク
カット部１３１は、嫌気ろ床槽１３０の槽上部（嫌気ろ床１３２の上方）の空間であり、
前述のピークカット部１１１と同様に、流入水量に応じて水位が変動する部位として構成
されている。嫌気ろ床１３２は、槽内水に含まれる有機汚濁物質を嫌気処理（還元）する
機能、及び水を濾過処理する機能を果たす。また、後述の循環水に含まれる硝酸態窒素を
窒素ガスに還元する脱窒処理が行われる。この目的のため、嫌気ろ床１３２には有機汚濁
物質を嫌気処理する嫌気性微生物が付着する複数の嫌気ろ材Ｃ２が当該ろ材の流動が阻止
された固定化状態で充填されている。この嫌気ろ材Ｃ２は、典型的には網様円筒状のろ材
として構成される。槽内水が嫌気ろ床１３２（嫌気ろ材Ｃ２）を下向きに流れる際、濾過
処理によって嫌気汚泥（固形物）が捕捉されるとともに、ＢＯＤの除去が行なわれる。
【００２５】
　嫌気ろ床１３２で分離され、槽底部に堆積した嫌気汚泥は、エアリフト方式の移送ポン
プとしての嫌気汚泥移送ポンプ１３３を介して沈殿分離槽１１０の汚泥分離部１１３へ移
送される。これにより当該沈殿分離部１１３において嫌気汚泥の分離処理が行われる。結
果的には、沈殿分離部１１３と嫌気ろ床１３２との間で汚泥分離処理が繰り返し行われる
ため、汚泥分離効果を高めることが可能となる。なお、嫌気汚泥移送ポンプ１３３は、後
述する好気ろ床槽１５０の生物ろ過部１５２の逆洗運転時に用いる逆洗ポンプ１５３と連
動して作動するように構成されるのが好ましい。
【００２６】
　一方で、嫌気ろ床１３２で嫌気汚泥が分離された後の水は、エアリフト方式の移送ポン
プとしてのピークカット移送ポンプ１３４を介して好気ろ床槽１５０へ移送され、また嫌
気ろ床槽１３０と好気ろ床槽１５０とを区画する隔壁には戻り堰が設けられている。好気
ろ床槽１５０から嫌気ろ床槽１３０へと戻る水量が戻り堰を介して調整されることによっ
て、嫌気ろ床槽１３０から好気ろ床槽１５０への移送水量が調整される。これに伴い、沈
殿分離槽１１０と同様に、嫌気ろ床槽１３０の水位が変動する。
【００２７】
　図２が参照されるように、好気ろ床槽１５０は、接触ばっ気部１５１及び生物ろ過部１
５２を備えている。また、これら接触ばっ気部１５１及び生物ろ過部１５２は、互いに並
置され、且つ槽上部（水面付近）及び槽底部において連通している。即ち、接触ばっ気部
１５１及び生物ろ過部１５２は、槽上部が区画壁の上部に形成された開口部１５５を通じ
て連通しており、槽底部が区画壁の下部に形成された開口部１５６を通じて連通している
。接触ばっ気部１５１には、典型的なろ材として網様ないしヘチマ様の複数のろ材Ｃ３が
当該ろ材の流動が阻止された固定化状態で充填されており、このろ材Ｃ３に対して槽底部
に設けられた散気管１５４から全面ばっ気され、槽内水が上向きに流れるように構成され
ている。ここでいう接触ばっ気部１５１は、被処理水の好気処理を行う好気処理領域であ
り、且つろ材Ｃ３の充填領域であり、本発明における「接触材充填領域」及び「好気処理
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領域」に相当する。一方で、生物ろ過部１５２には、中空円筒状の複数の担体Ｃ４が当該
担体の流動が阻止された固定化状態で充填されている。
【００２８】
　上記構成によれば、接触ばっ気部１５１でのばっ気による水流によって、接触ばっ気部
１５１では、槽底部からろ材Ｃ３の充填領域を通過して槽上部へと上向きの水流が形成さ
れ、また生物ろ過部１５２では、槽上部から担体Ｃ４の充填領域を通過して槽底部へと下
向きの水流が形成される。これにより、接触ばっ気部１５１と生物ろ過部１５２との間で
循環流が形成され、接触ばっ気部１５１においてＢＯＤ除去と硝化反応が行われ、また生
物ろ過部１５２においてＳＳの捕捉が行われる。生物ろ過部１５２の槽底部は、区画壁の
下部に形成された開口部１５７を通じて処理水槽１７０の槽底部と連通しており、生物ろ
過部１５２の水が処理水槽１７０へ移流するように構成されている。
【００２９】
　なお、本実施の形態では、上記の担体Ｃ４の閉塞を防止するために、生物ろ過部１５２
の下方に逆洗管が設けられており、逆洗運転時に当該逆洗管から定期的な送気が行われる
ことによって、生物ろ過部１５２内の水が撹拌混合され、この撹拌混合によって担体Ｃ４
から汚泥が剥離する。剥離した汚泥を含む水は、エアリフト方式の移送ポンプとしての逆
洗ポンプ１５３によって生物ろ過部１５２の上方から揚水され、沈殿分離槽１１０の沈殿
分離部１１３へと循環移送されて、当該沈殿分離部１１３において汚泥の分離処理が行わ
れる。
【００３０】
　処理水槽１７０では、その槽底部から流入した水が処理水槽１７０内を上向きに流れつ
つ一旦貯留される。その後、処理水槽１７０内の水は、処理水槽１７０と消毒槽１９０と
を区画する区画壁に設けられた移流堰１７２を通じて消毒槽１９０へと移流する。このと
き、この移流堰１７２の堰高さに基づいて、嫌気ろ床槽１３０からのピークカット移送水
量が調整される。処理水槽１７０の槽底部の水は、エアリフト方式の移送ポンプとしての
循環ポンプ１７１によって揚水され、沈殿分離槽１１０へと循環されるように構成されて
いる。
【００３１】
　消毒槽１９０は、消毒処理を行うための固形消毒剤が充填された薬剤筒１９１を備えて
いる。消毒槽１９０内の水は、この薬剤筒１９１から溶出した消毒剤によって消毒処理さ
れ、消毒処理後の水は、流出管１０３を通じて処理槽本体１０１外へと放流される。なお
、本構成に関連して、消毒槽１９０の下流に、更に別の槽、例えば放流用のポンプが設置
された放流ポンプ槽などを設けてもよい。
【００３２】
　ところで、上記構成の水処理装置１００では、屋外に設置され年間を通じて連続的に使
用されるため、水処理条件や使用環境等が変動する場合が想定される。そして、このよう
な変動要因により、好気ろ床槽１５０の接触ばっ気部１５１に充填されたろ材Ｃ３の生物
膜保持性が低下することが懸念される。具体的には、ろ材Ｃ３の使用開始時から当該ろ材
Ｃ３に生物膜が十分に付着するまでの要する期間が長くなる（運転開始の生物膜付着性の
立ち上がりが遅くなる）という問題や、一年のうち水温が大幅に上昇したり下降したりす
る時期において、ろ材Ｃ３に既に付着している生物膜が剥離するという問題が起こり得る
。要するに、ここでいう「生物膜保持性」には、使用初期の接触材に付着する生物膜の付
着し易さとしての性能や、接触材に一旦付着した生物膜が当該接触材から剥離する剥離し
難さとしての性能が包含される。そこで、この種の水処理装置の設計に際しては、水処理
条件や使用環境等の変動要因によって、ろ材Ｃ３のような接触材の生物膜保持性の低下を
阻止することが要請される。
【００３３】
　本発明者らは、上記の問題点に鑑みて鋭意検討した結果、本実施の形態の接触ばっ気部
１５１に充填されるろ材Ｃ３として適用可能な接触材として、生物膜保持性を従来品より
も向上させた接触材Ｃ３を開発することに成功した。この接触材Ｃ３は、熱可塑性樹脂の
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押出成形によって網様ロール状に成形されており、図３が参照されるように全体として円
筒形状（外径：Ｄ１、内径：Ｄ２、円筒高さ：Ｈ、筒軸：Ａ）であり、特にその表面が所
定の表面粗さ（「面粗度」ともいう）を有する構成になっている。ここでいう接触材Ｃ３
が、本発明における「接触材」に相当する。
【００３４】
　上記構成の接触材Ｃ３は、相対的に空隙率が低い領域である密部（筒壁部）と、相対的
に空隙率が高い領域である空疎部（筒内空間）を備え、密部が主に生物膜を保持する機能
を果たすのに対し、空疎部は被処理水の流通経路を確保する機能を果たす。従って、複数
の接触材Ｃ３を充填する場合、当該複数の接触材は、流動が阻止された固定化状態で充填
されているのが好ましい。これにより、当該接触材の生物膜保持性を向上させることが可
能であるとともに、流動型の接触材（担体）に比べて、接触材自体のコストや、流動する
接触材の流出する固定部材のコストを低く抑えることができる。また、当該複数の接触材
のそれぞれの筒軸Ａが互いに同方向に向かうように規則的に充填されるのが好ましい。こ
れにより、特に網様ロール状の接触材Ｃ３では、被処理水が筒内を筒軸Ａに沿って流通す
ることができるため、被処理水との接触効率を高めるのに効果的である。
【００３５】
＜表面粗さ＞
　本発明者らは、本実施の形態の接触材Ｃ３（以下、「実施例の接触材」ともいう）及び
従来の接触材（以下、「比較例の接触材」ともいう）の表面粗さ（Ｒａ）をそれぞれ、Ｊ
ＩＳＢ０６０１：２００１の規格に基づいて、触針式表面粗さ測定機を用いて測定した。
ここでいう表面粗さ（Ｒａ）が、本発明における「表面粗さ」に相当する。その結果、比
較例の接触材の表面粗さが、６．４（平均値）±３．３（標準偏差）［μｍ］であるのに
対して、実施例の接触材の表面粗さは、５６．６（平均値）±１４．２（標準偏差）［μ
ｍ］であった。これらの測定値はいずれも、試料の測定長さ、オフカット波長を８［ｍｍ
］とし、３サンプルについて測定した結果である。上記の測定結果に基づいた場合、比較
例の接触材は、実施例の接触材に比べて表面が平滑で凹凸の度合いが低く、また表面積が
小さいことが確認された。なお、実施例の接触材の上記の表面粗さは、発泡材料を含む熱
可塑性樹脂の押出成形によって形成される接触材につき、樹脂成形時の発泡材料の発泡に
よって接触材表面に形成される凹凸構造によって構成されるのが好ましい。従って、ここ
でいう接触材表面の凹凸構造が、本発明の「生物膜保持機構」、「生物膜付着速度設定部
」及び「生物膜剥離抑制部」を構成する。典型的には、熱可塑性樹脂に対する発泡材料の
添加量や発泡条件等を、結果的に得られる接触材の表面粗さに基づいて適宜に設定するこ
とができる。これにより接触材が所定の表面粗さを有する構成を樹脂形成によって簡便に
実現することができる。
【００３６】
　ここで、上記の実施例及び比較例の接触材を実際に使用した場合の水処理性能について
説明する。この水処理性能は、例えば運転開始時の接触材の立ち上がり性能（以下、「第
１の水処理性能」ともいう）と、接触材の生物膜保持性能（以下、「第２の水処理性能」
ともいう）とに大別される。
【００３７】
＜第１の水処理性能＞
　本実施の形態では、運転開始時に接触材に付着した生物膜付着量（データＡ）、及び運
転開始時からの水中のアンモニア態窒素濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経日変化（データＢ）に基
づいて、第１の水処理性能を評価した。
【００３８】
　データＡに関しては、嫌気ろ床槽１３０を想定した第１処理槽（容量：５０Ｌ）、好気
ろ床槽１５０を想定した第２処理槽（容量：２０Ｌ）、処理水槽１７０を想定した第３処
理槽（容量：２０Ｌ）からなる実験槽（総容量：９０Ｌ）を２基準備し、一方の実験槽を
実施例用とし、他方の実験槽を比較例用とした。実施例用の実験槽では、円筒形状（外径
：１００［ｍｍ］、内径：６５［ｍｍ］、長さ：１００［ｍｍ］、平均線径：１．５［ｍ
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ｍ］）の接触材Ｃを第２処理槽に１２個充填して、１４［Ｌ／ｍｉｎ］の散気を行った。
一方、比較例用の実験槽では、接触材Ｃと同一寸法の従来の接触材を第２処理槽に１２個
充填して、１４［Ｌ／ｍｉｎ］の散気を行った。そして、実際の生活排水を５０Ｌ／日の
供給速度でそれぞれの実験槽の第１処理槽へ流入させ、また第３処理槽の水の一部を第１
処理槽へ循環させた。この場合の目視による接触材の生物膜付着状態をデータＡとした。
このデータＡによれば、実施例の接触材での生物膜付着量が２０日目までの間、比較例の
場合に比べて明らかに多いことが確認された。従って、データＡに基づいた場合、実施例
の接触材の方が比較例の接触材よりも運転開始時の生物膜付着速度が高く、運転開始の立
ち上がり性能が優れていると評価することができる。
【００３９】
　データＢに関しては、データＡの場合と同一の実験槽で同一の処理を行った場合の、水
中のアンモニア態窒素濃度の経日変化をデータＢ（実施例：○プロット、比較例：■プロ
ット）とした。図４が参照されるように、このデータＢによれば、運転開始時から２０日
目のアンモニア態窒素濃度は、実施例の接触材の場合には、ほぼゼロになったのに対して
、比較例の接触材の場合には、およそ１０［ｍｇ／Ｌ］の濃度となった。これは、上述の
データＡのように、実施例の方が比較例よりも運転開始時の生物膜付着速度が高くなった
ことが要因になっている。従って、データＢに基づいた場合、実施例の方が比較例よりも
運転開始時の硝化性能の立ち上がりが早く、運転開始の立ち上がり性能が優れていると評
価することができる。
【００４０】
＜第２の水処理性能＞
　本実施の形態では、水温上昇時期に接触材に付着している生物膜付着量（データＣ）、
水温上昇時期の水中のアンモニア態窒素濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経日変化（データＤ）、硝
化速度（データＥ）、及び汚泥量（データＦ）に基づいて、第２の水処理性能を評価した
。
【００４１】
　データＣに関しては、データＡの場合と同一の実験槽で同一の処理を行った場合、水温
が２０［℃］を超えることとなる水温移行時期である５月において、目視による接触材の
生物膜付着状態をデータＣとした。なお、この水温上昇態様については図８に示されてい
る。このデータＣによれば、この水温上昇時期に実施例の接触材での生物膜付着量が、比
較例の接触材の場合に比べて急激に減少したことが確認された。従って、データＣに基づ
いた場合、実施例の接触材の方が比較例の接触材よりも当該接触材からの生物膜の剥離量
が少なく、水温上昇時期（図８参照）の生物膜保持性能が優れていると評価することがで
きる。
【００４２】
　データＤに関しては、データＣの場合と同一の実験槽で同一の処理を行った場合の、水
温上昇時期における水中のアンモニア態窒素濃度の経日変化をデータＤ（実施例：○プロ
ット、比較例：■プロット）とした。図５が参照されるように、このデータＤによれば、
５月中旬～６月中旬のアンモニア態窒素濃度は、実施例の接触材の場合には、１［ｍｇ／
Ｌ］程度の濃度であったのに対して、比較例の接触材の場合には、５［ｍｇ／Ｌ］以上の
濃度となった。これは、上述のデータＢのように、実施例の接触材の方が比較例の接触材
よりも当該接触材からの生物膜の剥離量が少なくなったことが要因になっている。従って
、データＤに基づいた場合、実施例の接触材の方が比較例の接触材よりも水温上昇時期（
図８参照）の硝化性能が優れていると評価することができる。
【００４３】
　データＥに関しては、まずデータＣの場合と同一の実験槽において、流入及び循環を停
止した状態で、槽内のアンモニア態窒素濃度が約２０ｍｇ／ＬとなるようにＮＨ４Ｃｌを
添加し、槽内水を５月２８日及び７月２６日において一定時間毎に採取して、アンモニア
態窒素濃度（ＮＨ４-Ｎ）の経時的な変化を導出した。この算出結果については、図６の
グラフ（５月２８日）及び図７のグラフ（７月２６日）が参照される。そして、これら図
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６及び図７のそれぞれのグラフの傾きから算出した硝化速度をデータＥ（実施例：○プロ
ット、比較例：■プロット）とした。このデータＥでは、水温上昇時期である５月２８日
の硝化速度は、実施例の接触材の場合が、接触材のかさ容量１ｍ３あたり０．３０［ｋｇ
-Ｎ／日］であり、比較例の接触材の場合の０．１８［ｋｇ-Ｎ／日］の約１．７倍であっ
た。これに対して、水温上昇時期後の安定時期である７月２６日の硝化速度は、実施例の
接触材の場合が、接触材のかさ容量１ｍ３あたり０．２９［ｋｇ-Ｎ／日］であり、比較
例の接触材の場合の０．２８［ｋｇ-Ｎ／日］と殆ど差がなかった。従って、データＥに
よれば、実施例の接触材を使用することによって、水温上昇時期（図８参照）の硝化速度
の悪化を防止することができ、実施例の接触材の方が比較例の接触材よりも水温上昇時期
の硝化性能が優れていると評価することができる。
【００４４】
　データＦに関しては、データＣの場合と同一の実験槽で同一の処理を約３００日行った
場合に最終的に槽内に残存した汚泥量（汚泥総量）をデータＦとした。このデータＦでは
、汚泥量（乾燥重量）は、比較例の接触材の場合の０．４６［ｋｇ］に対して、実施例の
接触材の場合が０．３５［ｋｇ］であった。従って、データＦによれば、実施例の接触材
を賜与することによって、汚泥発生量を抑えることができる。これは、実施例の接触材の
方が生物付着性の増大によるバイオマス（生物総量）の増加によって汚泥減容の速度が上
昇したためであり、生物膜保持性能が優れていると評価することができる。
【００４５】
　上記のように、実施例の接触材の性能評価に基づいた場合、当該接触材の使用開始時期
において、当該接触材に生物膜を付着させ易くすることによって、また被処理水の水温上
昇時期において、当該接触材に一旦付着した生物膜を当該接触材から剥離し難くすること
によって、当該接触材の生物膜保持性を高めることが可能であることが確認された。この
評価結果に基づいた場合、被処理水の水温下降時期（秋季）においても、図８に示す被処
理水の水温上昇時期と同様に、接触材の生物膜保持性を高めることが可能である。
【００４６】
　なお、上述の表面粗さの値に基づいた場合、本実施の形態は、接触材の表面粗さが２０
［μｍ］を上回るように構成することができる。これにより、接触材表面の面粗度を高め
、また表面積を増大させることによって、生物膜保持性を向上させるのに有効である。よ
り好ましくは、接触材の表面粗さが略４０［μｍ］以上となるように構成することができ
る。これにより、接触材の生物膜保持性を更に向上させることが可能となる。
【００４７】
　〔他の実施の形態〕
　なお、本発明は上記の実施の形態のみに限定されるものではなく、種々の応用や変形が
考えられる。例えば、上記実施の形態を応用した次の各形態を実施することもできる。
【００４８】
　上記実施の形態では、水処理装置１００の複数の水処理要素のうち、特に好気処理領域
である接触ばっ気部１５１に充填されるろ材の構成に対し、本発明にかかる接触材を適用
する場合について記載したが、本発明では、当該接触材を接触ばっ気部１５１とは別の領
域に充填される充填物（ろ材、担体等）の構成に適用することもできる。上記構成の水処
理装置１００においては、例えば汚泥貯留部１１２に充填されるろ材Ｃ１や、生物ろ過部
１５２に充填される担体Ｃ４に代えて、本発明にかかる接触材を充填することができる。
なお、接触材は網様であればよく、充填領域や処理条件などの要請等に応じて、網様であ
って空隙率が可変となるように構成された接触材や、網様であって空隙率が概ね一様とな
るように構成された接触材を使用することができる、このとき、接触材の形状は、円柱形
、多角柱形、円形、三角形、四角形、楕円形、波形、ハニカム形等、各種の形状の接触材
を選択することができる。また、接触材の材質は、典型的にはポリエチレン樹脂や、ポリ
プロピレン樹脂などの樹脂材料であるのが好ましい。
【００４９】
　また、上記実施の形態では、接触材が所定の表面粗さとなるように設定された接触材表
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面の凹凸構造を、樹脂成形時の発泡材料の発泡によって形成する場合について記載したが
、本発明では、樹脂成型後の機械加工等によって接触材表面の所定の凹凸構造を形成する
ようにしてもよい。
【００５０】
　また、上記実施の形態の水処理装置１００では、水処理部１０１ｂが、沈殿分離槽１１
０、嫌気ろ床槽１３０、好気ろ床槽１５０、処理水槽１７０、消毒槽１９０の各処理要素
によって構成される場合について記載したが、本発明では、水処理部１０１ｂの処理要素
の数や種類に関しては必要に応じて種々選択が可能である。例えば、水処理部に夾雑物除
去槽、嫌気ろ床槽、接触ろ床槽、処理水槽及び消毒槽が含まれる水処理装置において、好
気処理領域としての接触ろ床槽に充填されるろ材として、本発明にかかる接触材を適用す
ることができる。さらに接触材Ｃ３については、上記態様では、規則的な充填状態の構成
にて説明したが、生物膜保持性よりも、生物膜に対する処理水の実質的な接触面積の極大
化を重視する場合には、当該接触材を不規則に充填する態様であってもよい。
【００５１】
　また、上記実施の形態では、一般家庭、集合住宅等から排出される原水を処理する水処
理装置１００について記載したが、本発明は、一般家庭、集合住宅以外に、商業施設、公
共施設、工場等の設備から排出される原水を処理する水処理装置に対しても適用可能とさ
れる。
【符号の説明】
【００５２】
　１００…水処理装置
　１０１…処理槽本体
　１０１ａ…収容空間
　１０１ｂ…水処理部
　１０２…流入管
　１０３…流出管
　１０４…マンホール部
　１１０…沈殿分離槽
　１１１…ピークカット部
　１１２…汚泥貯留部
　１１３…沈殿分離部
　１１４…汚泥循環ポンプ
　１３０…嫌気ろ床槽
　１３１…ピークカット部
　１３２…嫌気ろ床
　１３３…嫌気汚泥移送ポンプ
　１３４…ピークカット移送ポンプ
　１５０…好気ろ床槽
　１５１…接触ばっ気部
　１５２…生物ろ過部
　１５３…逆洗ポンプ
　１５４…散気管
　１５５，１５６，１５７…開口部
　１７０…処理水槽
　１７１…循環ポンプ
　１７２…移流堰
　１９０…消毒槽
　１９１…薬剤筒
　Ｃ１…ろ材
　Ｃ２…嫌気ろ材
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　Ｃ３…ろ材（接触材）
　Ｃ４…担体
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